
令和６年度 鹿児島市立西陵小学校「いじめ防止基本方針」 

 

１  いじめの防止等の対策に関する基本理念 

いじめは，人間として絶対に許されない，人権に関わる重大な問題であり，全ての児童に関するも

のである。学校は，全ての児童が，安心して学校生活を送り，諸教育活動に取り組むことができるよ

う，いじめの防止等の対策を講じる必要がある。 

このいじめの防止等の対策は，「全ての児童がいじめを行わず，いじめを認識しながら放置しない。」

ことや「児童が，いじめはいじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であること

について，十分に理解できるようにする。」ことを基本とする。 

そのために，本校は，「いじめをしない。いじめをさせない。いじめを見逃さない。」という基本目

標のもと児童が，自己肯定感や自己存在感を味わえる場や機会を多く設定するとともに，思いやりの

ある温かい集団が形成され，友達と共に人間的に成長できる魅力ある学校づくりを推進する。 

 

２  いじめの防止に係る対策組織 

⑴ 対策組織 

学年主任を中心とした学年部でいじめ防止に取り組み，生徒指導部や管理職と連携して対処をし

ていく。学年会研修（４６０学年会・毎週水曜日）で児童理解に係る情報交換を行い，学年間で情

報の共有化を図るとともに，月１回の４６０全体会（生徒指導に係る全体会）で全体に報告して全

職員で共通理解・共通実践をする。 

⑵ 役割 

ア 職員の共通理解と意識の啓発 

(ｱ) 年度当初に，「学校いじめ防止基本方針」について共通理解を図る。 

(ｲ) アンケ－ト調査や教育相談の結果の集約や分析を行い，実効性のあるいじめ防止対策に努め

る。 

イ 児童及び保護者，地域住民に対する情報発信及び啓発 

いじめ防止の取組状況を，学校だよりやホ－ムペ－ジ等を通して発信する。 

ウ 具体的対応 

(ｱ)  いじめがあった場合やいじめの疑いがあるとの情報が入った場合は，直ちに，いじめを受

けた児童や知らせてきた児童の安全を確保し，正確な事実の把握に努め，問題の早期解消に

向けた指導・支援体制を組織する。 

(ｲ)  事案については，管理職の指示のもと学年部や生徒指導部を中心に迅速かつ効果的に対応

する。また，必要に応じて，外部の専門家，関係機関等と連携して対応する。 

また，問題が解消したと判断した場合も，その後の児童の状況等を見守るともに，継続的

な指導・支援を行う。 

３ いじめの定義 

⑴ いじめの定義 

「いじめ」とは， 児童等に対して， 当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と

一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（ インターネット

を通じて行われるものを含む。）であって， 当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じて

いるものをいう。 

（「いじめ防止対策推進法第２条」から抜粋） 

 



⑵ 解消の定義 

少なくとも次の２つの要件を満たしている必要がある。 

ア いじめに係る行為が止んでいること 

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（ インターネットトラブルも含む） が

止んでいる態が少なくとも３か月の期間継続していること。 

イ 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において， 被害児童生徒がいじめの 

行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対 

し， 心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。 

（「鹿児島県いじめ防止基本方針」から抜粋） 

４  いじめの防止のための具体的取組等 

⑴ 学校の取組 

いじめはどの学級でも，どの児童にも起こりうるという事実を踏まえ，全ての児童を対象にいじ

めに向かわせないための未然防止に取り組む。 

○ 年度当初に学校の基本方針の周知を図り，「ニコニコ月間」や「いじめ問題を考える週間」等で，

全校児童を対象に指導を行う。 

○ ４月第２週及び９月第２週の「いじめ問題を考える週間」を中心に，年間を通じて，児童がい

じめの問題について学ぶ時間を設定する。 

ア いじめの未然防止の取組 

職員 

(ｱ) 「いじめは絶対に許さない」という教師としての明確な姿勢を示す。 

(ｲ) 「いじめは許さない」という児童自身の意思によって行動ができるよう指導する。また，い

じめを見て見ぬふりをしないよう指導する。 

(ｳ) 児童同士の関わりを大切にし，相互に認め合い，共に成長していく学級づくりを進める。ま

た，いじめについて考えさせる場（道徳，学級活動等）を計画的に設ける。 

(ｴ) 授業や各行事，スポーツ少年団等の活動において，児童の取組や努力等を認め，自己肯定感

や自己存在感を育むことができるよう努める。 

(ｵ) 全教育活動を通して，人権教育や道徳教育の充実を図るとともに，体験活動やボランティア

活動を推進し，命の大切さや相手を思いやる心の醸成を図る。 

(ｶ) 情報モラル教育を推進し，児童が，スマ－トフォン等によるトラブルやマナ－についての理

解を深め，ネットいじめの加害者や被害者とならないよう，継続的に指導を行う。 

 

児童 

(ｱ) 各学級で「いじめは絶対に許さない」「いじめについては，一人で悩まず，周りの人に相談

する」などの宣言をする。 

(ｲ) 授業や学校行事，スポーツ少年団活動等において，クラスメートや友達の取組や努力を認め

るように努める。 

(ｳ) 児童自らの取組を推進するために，児童会が中心になっていじめ防止啓発強調月間（ニコニ

コ月間）や人権週間等において標語募集やいじめ防止を呼びかける。 

イ いじめの早期発見の取組 

いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり，遊びやふざけあいを装って行われた

りするなど，大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識する必要がある。 

また，ささいな兆候であっても，いじめは軽微なものが徐々に深刻化していくことがあること



から，早期の段階から的確に関わりをもち，いじめを軽視することなく，積極的にいじめを認知

することができるようにしていく。 

そのために，日頃から児童の見守りや信頼関係の構築等に努め，児童が示す変化や危険視号等

見逃さないように，下記の項目を中心に組織的・計画的に実戦していく。また，教職員同士や保

護者，関係機関等と連絡・連携を取り合う関係を築いておく。 

(ｱ) アンケ－トや定期的な教育相談（児童年２回，保護者年１回）を定期的に実施し，各担任は

児童の小さなサイン等を見逃さないように努めるとともに，職員で情報を共有する。 

(ｲ) 職員と児童との温かい人間関係づくりや保護者との信頼関係づくりに努め，いじめ等につい

て相談しやすい環境を整える。 

(ｳ) 保護者に対して，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の活用について，

周知を図る。また，いじめホットライン等，外部の相談機関を紹介し，児童が相談しやすい環

境を整える。 

(ｴ) 学校だよりや各種ＰＴＡを通して，学校の取組等を発信するとともに，情報の収集や共有に

努める。 

ウ いじめに対する具体的な取組 

  いじめの疑いがあった場合は，学年主任を中心とした学年部で聞き取りを行い正確な情報を把

握し，生徒指導部・管理職と連携して組織的に対応する。  

(ｱ) 必要に応じて「いじめ防止等対策委員会」を設置する。校長，教頭，教務主任，生徒指導主

任，学年主任，養護教諭，関係学級担任で構成する。その際，職員の共通理解，保護者の協力，

スク－ルカウンセラ－等や児童相談所，警察署等の関係機関や，ネット上のいじめへの対応に

ついては，必要に応じて，警察署や法務局等とも連携して取り組む。 

(ｲ) 被害児童の心のケアを第一に考え，守り通すことを伝える。 

(ｳ) 加害児童から十分に話を聞き，いじめについての指導を十分に行う。 

(ｴ) いじめを通報した児童がいた場合は，称賛するとともに，今後の安全等を確保する。 

(ｵ) 傍観者から協力者（仲裁者）をつくる。 

(ｶ) 被害児童，加害児童の保護者については，それぞれ電話連絡や家庭訪問を行い，丁寧に状況

等を説明する。また，状況によっては，謝罪の場を設定する。 

(ｷ) 被害児童と保護者については，必要に応じてスク－ルカウンセラ－や臨床心理相談員等を活

用し，継続的な心のケアを行う。 

 

エ 連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの情報 担任 家庭 

学年部 

生徒指導部 関係機関 養護教諭 

教頭 校長 



⑵ ＰＴＡとの連携 

児童の健やかな成長を促すためには，社会全体で児童を見守り，学校と家庭，地域とが連携して

いくことが必要である。 

このことから，学校は，ＰＴＡや地域の関係団体等に働きかけながら，いじめの問題について協

議する機会を設けるなど，いじめの問題について，保護者や地域と連携した対策を推進する。 

ア 保護者等への啓発 

(ｱ) 学校だより，ホ－ムペ－ジに，「西陵小学校いじめ防止基本方針」を掲載し，啓発を図る。 

(ｲ) 各ＰＴＡ（ＰＴＡ総会や学年ＰＴＡ，学級ＰＴＡ等）を活用し，学校の取組〔上記の(1）〕に

ついて説明し，周知・徹底を図る。 

イ 保護者への支援 

(ｱ) 保護者の責務等が，法に規定されたことを踏まえ，いじめの防止等に必要な指導を適切に行

うことができるよう，家庭教育学級等で，人権やインタ－ネット利用に関する学習を実施した

り，リ－フレットを配布したりするなど，家庭教育の支援に努める。 

(ｲ) スク－ルカウンセラ－，スク－ルソ－シャルワ－カ－の活用について，周知を図る。 

ウ 協議の場の設定 

いじめの問題について，各ＰＴＡ等で協議する場を設けるとともに，相互の役割や取組等につ

いて共通理解を図り，社会全体で児童を見守り，学校と家庭，地域とが連携していく意識を醸成

する。 

⑶ 市教育委員会との連携 

ア いじめの問題について，スク－ルカウンセラ－，スク－ルソ－シャルワ－カ－との連携を図り，

その解決に向けて多面的に取り組む。 

イ 重大事案が生じた場合は，速やかに市教育委員会に報告をするとともに，指導や助言等を基に，

必要な対応を行う。 

ウ いじめの問題に対して，その態様に応じた適切な対処ができるよう，校内研修会に指導主事等

を招聘し，職員のカウンセリング能力等の向上を図る。 

⑷ 関係機関との連携 

いじめの解決のために，また，いじめ問題における指導において，十分な効果を上げることが困

難な場合などには，必要に応じて，次の関係機関等との連携を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

５  重大事案への対応 

⑴ 重大事案とは，次のように，生命，心身又は財産に重大な被害が生じた場合のことをいう。 

ア 児童が，自殺を企画した場合 

イ 児童が，心身に重大な障害を負った場合 

ウ 児童が，金品等に重大な被害を被った場合等 

 

 

 

ア 県中央児童相談所     ℡ ２６４－３００３ 

イ こども家庭支援センター  ℡ ８０８－２６６５ 

ウ 民生員，児童委員各連絡先へ 

エ 鹿児島西警察署      ℡ ２８５－０１１０ 



⑵ 重大事案への緊急対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 事案の状況確認，情報収集，情報整理 

(ｱ) 重大事案が生じた場合は，速やかに市教育委員会関係 

 機関連絡先に報告をし，「重大事案に係るフロ－図」に基 

づいて対応する。 

(ｲ) 市教育委員会，関係機関と連携を図るとともに， 生徒

指導部会，学年部会を中心に，客観的かつ精確な事実確

認を速やかに行う。 

(ｳ) 必要に応じて，アンケ－ト調査を実施する。 

(ｴ) 把握できた情報は，校長に報告し，全職員で共有する。 

 

 

 

 

イ 児童の状況確認と支援・指導，児童や保護者等の心のケア 

(ｱ) 市教育委員会，関係機関と連携を図るとともに，養護教諭を中心に，当該児童と保護者の心の

ケア等を行う。 

(ｲ) 状況によっては，臨床心理士やスク－ルカウンセラ－の派遣・対応を依頼する。 

(ｳ) 関係職員の心のケアにも十分に留意する。 

ウ 関係機関との連携 

(ｱ) ＰＴＡ，地域，関係機関等と十分に連携を図り，事案の解決に当たる。 

(ｲ) 関係機関との連携は，校長が中心になって行うが，状況によっては，教頭，生徒指導主任，学

年主任等も行う。 

・ 教頭→ ＰＴＡ，関係機関 

・ 生徒指導主任→ 関係機関（警察・児童相談所等），地域 

・ 学年主任→ 学年ＰＴＡ，地域ＰＴＡ 

 

 

関係機関 連絡先 

市教委青少年課 

県警（少年サポ－ト） 

鹿児島西警察署 

田上交番 

県総合教育センタ－ 

県中央児童相談所 

こども家庭支援セン

ター 

227-1971 

252-7867 

285-0110 

281-6361 

294-2788 

264-3003 

808-2665 

事案発生 

校長 

市教育委員会 

マスコミ対応 

関係機関との連携 

ＰＴＡ役員 

児童，保護者 

校長 

校長・教頭 

校長・教頭 

校長・担任 

職員会議 

学年部会 生徒指導部会 学級ＰＴＡ，学年ＰＴＡ 

全体ＰＴＡ，学校評議員会 

校区諸協議会 

・いつ  ・どこで  ・誰が 

・何を，どのように 

・なぜ（人間関係の状況等） 

緊急対策委員会 

・ 校長     ・ 教頭 

・ 教務主任   ・ 生徒指導主任 

・ 学年主任   ・ 生徒指導係 

・ 養護教諭   ・ 担任 

・ 関係職員 

（市教育委員会，関係機関 等） 



６  学校の取組に対する検証等 

⑴ 学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取組については，ＰＤＣＡサイクルで見直

し，実効性のある取組となるよう努める。 

⑵ いじめに関する項目を入れた職員による取組評価及び保護者への学校評価アンケ－トを実施（年

１回）する。 

 

７  その他 

⑴ 「学校いじめ防止基本方針」は，４月にホ－ムペ－ジに掲載する。 

⑵ 長期休業前・後の指導を充実し，休業中のいじめ防止に取り組む。 

 

 

＜附則＞ 

 ・ 平成２６年１２月 策定 

 ・ 平成３０年 ３月 一部改正 

・ 令和 ２年 ４月 一部改正 

・ 令和 ４年 ４月 一部改正 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

重大事案に係る対応フロ－図 

鹿児島市立西陵小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの疑いに関する情報 

 

事実確認 

 

市教育委員会への重大事案発生の報告 

 

市教育委員会による調査主体の判断 

 

 

【学校が調査主体の場合】 

学校に重大事案の調査組織を設置 

１  母体は，いじめ防止等対策委員会とする。 

２  組織の構成については，専門的知識・経験を有し，当該いじめ

事案の関係者と直接の人間関係又は特別な利害関係を有しない第

三者の参加を図ることにより，当該調査の公平性・中立性を確保す

るように努める。 

事実関係を明確にするための調査の実施 

１  因果関係の特定を急がず，客観的な事実関係を速やかに調査す

る。 

２  事実としっかり向き合う姿勢を大切にする。 

いじめを受けた児童及びその保護者への適切な情報提供 

１  関係者の個人情報に十分配慮しつつ，情報を適切に提出する。 

２  調査に当たって実施するアンケ－トは，事前に，その旨を調査

対象の生徒や保護者に説明する。 

調査結果の市教育委員会への報告 

 

 

調査結果を踏まえた必要な措置 

１  調査結果を踏まえ，再発防止に向けた取組を検討し，実施する。 

２  再発防止に向けた取組の検証を行う。 

 



鹿児島市立西陵小学校いじめ防止基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年間計画】★印…アンケート実施（年間７回） 

 児童・保護者 職員 検証関係 

４月 

・「いじめ防止基本方針」の周知 

・「ＳＣ」についての周知 

・教育相談 

★いじめ問題を考える週間 

・「いじめ防止基本方針」の確認 

・いじめの認知についての共通理解 

・いじめ問題を考える週間（「いじ

め」に関する授業等の実施等） 

・年間指導計画の確認 

・４６０学年会・全体会 

・アンケート結果の考察 

５月 

・いじめ防止啓発強調月間 

（5/25～6/25） 

★「学校たのしぃーと」の実施 

・いじめ防止啓発強調月間（「いじめ

に関する授業等の実施等） 

・４６０学年会・全体会 

６月 

・いじめ防止啓発強調月間 

★全校教育相談 

・人権教室 

・土曜参観 

・いじめ防止啓発強調月間（「いじめ

に関する授業等の実施等） 

・教育相談実施 

・土曜参観 

・４６０学年会・全体会 

・アンケート結果の考察 

・いじめ防止啓発強調月間の取組

についての振り返り 

７月 
・「夏休みの過ごし方」の確認 ・「夏休みの過ごし方」の指導 

・「個別の支援計画（不登校）」作成 

・４６０学年会・全体会（学期反省） 

８月  ・生徒指導に関する校内研修  

９月 

★いじめ問題を考える週間 ・長期休業明けの生徒指導 

・いじめ問題を考える週間（「いじ

め」に関する授業の実施等） 

・４６０学年会・全体会 

・アンケート結果の考察 

・学校運営協議会 

10 月   ・４６０学年会・全体会 

11 月 
・「かごしまの教育」県民週間 

★アンケート実施 

・「かごしまの教育」県民週間 

・冬季の服装指導 

・４６０学年会・全体会 

・アンケート結果の考察 

12 月 

・校内人権週間 

・「冬休みの過ごし方」の確認 

・「個別の指導計画（不登校）」記入

（成果と課題） 

・校内人権週間（「人権」に関する説

話等の実施） 

・「冬休みの過ごし方」の指導 

・４６０学年会・全体会（学期反省） 

・人権週間の振り返り 

・保護者による学校評価 

１月 ★「学校たのしぃーと」の実施 ・長期休業明けの生徒指導 ・４６０学年会・全体会 

２月 

★全校教育相談 ・教育相談実施 ・４６０学年会・全体会 

・アンケートの分析 

・学校運営協議会 

３月 
・「春休みの過ごし方」の確認 ・「春休みの過ごし方」の指導 

・気になる児童の引継 

・４６０学年会・全体会（年間反省） 

 

【いじめ問題等に係る学校の目標】 
「いじめをしない」「いじめをさせない」「いじめを見逃さない」 

 

【４６０全体会（生徒指導に係る全体会）】 
１  内容 

(1) 学校の様子で気になること 
(2) いじめ，問題行動，不登校傾向児童の共通理解 
(3) 今後の方策の共通理解 

【学年部で連携，共通理解】 
※ 必要に応じて，生徒指導部・管理職と連携 

【学校の取組】 
１ 未然防止 
⑴ 「いじめをしない，させない，見逃さない」学
級作りの充実 

⑵ 児童会を中心とした「いじめ防止」活動の推進 
⑶ 全校朝会や学年朝会等でのいじめ防止の啓発 

２ 早期発見 
⑴ 定期的なアンケ－トの実施 
⑵ 定期教育相談等の実施 

３ 対応 
⑴ 被害児童への適切なケア，加害児童への毅然と
した指導，支援 

⑵ スク－ルカウンセラ－の計画的・効果的活用 

【ＰＴＡとの連携】 
○ 各ＰＴＡの活用 
 ・学級ＰＴＡ 
 ・学年ＰＴＡ 
 ・ＰＴＡ総会 

【市教委との連携】 
○ 「報・連・相」
の一層の充実 

○ 指導主事の招聘
及び助言等 

【関係機関との連
携】 

１県中央児童相談所 
２市子ども福祉課 
３民生委員，児童委員 
４鹿児島西警察署  
       など 


